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【開催記録刊行にあたりごあいさつ】  

 

私共 一般社団法人 全国技能実習監理団体連絡会（通称：ＡＳＴ）は、こ

の度、初の試みとして、地方発信のシンポジウム「『新しい共生社会を模索す

るシンポジウム』新時代における外国人材の活用と共生～地域における実践

から、未来像を展望する～」を、鳥取県、鳥取市、倉吉市  米子市  境港市と

の共催で開催いたしました。  

令和 2 年の年明けより、新型コロナウイルス感染拡大により、外国人材受入

れの流れも大きく影響を受け、入国も出国も出来ない状態が続く中、監理団

体も実習実施者も、可能な限りあらゆることを行って技能実習生を守るため

に奮闘しています。 

そのような中、私共ＡＳＴはあえて今、アフターコロナを見据えて問題提起

を行うべく、本シンポジウムを企画いたしました。  

この苦境においてなお、外国人材への期待感は衰えることなく、コロナ禍収

束後を見据えた動きも国内外で散見されます。  

しかしながら、その様な中でも、特に地方において、地域ぐるみで若い人材

を包み育み、そのことで地域の発展につなげる相乗効果的な取り組みをして

いるところがあります。  

私共は、今後の外国人材の受入れは「共生」というキーワードを軸とし、ま

さに共に生きるために何をすべきか、どう動くべきか、を真摯に考えなけれ

ばならないと強く認識し、この趣旨にご賛同くださった、鳥取県、鳥取市他

自治体様との共催で、地域企業等の協賛も得て本会を開催したものです。  

本シンポジウムでは、基調講演と実践事例紹介、そしてパネルディスカッシ

ョンの 3 部構成で、実践から見出し得る「実現可能なヒント」を見出すため

の議論がなされましたので、これを記録といたしました。  

全ての議論の掲載は困難で、断腸の思いで抜粋編集しておりますが、本記録

が皆様にとって有益なものとなることを心より願うものであります。  

 

令和 3 年 5 月 吉 日 

一般社団法人 全国技能実習監理団体連絡会（ＡＳＴ）  

代表理事 会長  畑    光 

役員一同 

参事一同 
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【シンポジウム 概要】 

タイトル  『新しい共生社会を模索するシンポジウム』  

新時代における外国人材の活用と共生  

～地域における実践から、未来像を展望する～  

開催日時  令和 3 年 2 月 17 日 (水) 

14 時～16 時 30 分 

開催会場 米子コンベンションセンター  小ホール  

※無観客オンラインライブ配信（映像配信：㈱ＡＳＡＧＩ）  

主催 一般社団法人  全国技能実習監理団体連絡会  

共催 鳥取県 鳥取市 倉吉市 米子市 境港市  

協賛 鳥取県商工会議所連合会  

鳥取県商工会連合会  

鳥取県中小企業団体中央会  

公益財団法人  鳥取県国際交流財団   

鳥取県行政書士会  

鳥取市国際経済発展協議会  

米子商工会議所  

米子市観光協会   

株式会社  山陰合同銀行  

株式会社  鳥取銀行  

鳥取信用金庫  

倉吉信用金庫  

米子信用金庫  

八幡コーポレーション株式会社  

鳥取ガス株式会社  

鳥取ガス産業株式会社  

ハロー保険株式会社  

やど紫苑亭  

千年亭  

鳥取仕出し こころび  

BAR なか川  

株式会社ワイ・ビー（若狭屋）  

株式会社 ASAGI 

ホアン・ロン人材派遣株式会社  

ジェイ・アイ・エス人材開発株式会社   

株式会社スカイバード  

株式会社コノミティ  

ガルファ株式会社  
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プログラム  １．基調講演   「外国人材受入れの現状と将来の展望」   

ＭＳ国際コンサルティング事務所  

坂場 三男 代表（元ベトナム駐在特命全権大使） 

※オンライン参加  

２．好事例紹介  

① 鳥取城北日本語学校 外国人材育成プロジェクト  

学校法人鳥取学園  鳥取城北日本語学校  

石浦 外喜義  理事長  

② 境港漁業事業者における外国人材受入れと共生の実績 

鳥取県漁業協同組合 境港支所  総務課  

久保利 晋一 主任  

３．パネルディスカッション  

『共生の未来像を探る～事例が示す、今からできる実践のヒント～』  

〈パネリスト〉  

広島出入国在留管理局 

平河 祐治 局長 ※オンライン参加  

鳥取市 経済観光部 企業立地・支援課  誘致・振興係 

山根 裕史 係長 

境港市 産業部 水産商工課 経済交流係  

本角 有希子  係長  

〈オブザーバー〉 

米子市観光協会  

大塚 寿史 専務理事  

一般財団法人  米子市文化財団  

杉原 弘一郎  理事長  

鳥取県行政書士会  

中嶋 健雄 会長 

〈ディスカッション司会〉  

ＡＳＴ 加藤 彰一  理事 

（スキルウェイ協同組合 代表理事）  

来賓 衆議院議員（元法務大臣）  山下 貴司 様 ※ビデオメッセージ  

鳥取県知事 平井 伸治 様 ※オンライン参加  

米子市長   伊木 隆司 様  

司会 杉原  美香（フリーアナウンサー）  

動画配信  株式会社ＡＳＡＧＩ  

視聴数 337 回（実績数値）  

※ご来賓、オブザーバーの皆様の肩書は本シンポジウム開催当日当時のものです。 
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【主催者挨拶】 

一般社団法人全国技能実習監理団体連絡会  

代表理事 畑 光 

 

一般社団法人 全国技能実習監理団体連絡

会ＡＳＴの会長を仰せつかっております代

表理事 畑 光 でございます。  

本シンポジウムの開催にあたりましては、

関係各位のご協力、ご協賛をいただきまして、無事本日開催することができ、非常

に喜ばしく思っております。  

また、元法務大臣の山下貴司先生におかれましては、国会で忙しい中にも拘らず、

本会の趣旨にご賛同いただき、メッセージを賜りましたことに心から御礼を申し

上げます。  

なお、今回の開催にあたりましては、私共ＡＳＴの会員である監理団体のメンバ

ーのそれぞれが、それぞれのポジションで開催までこぎつけてくれましたことを、

私からも心から御礼を申し上げたいと思います。  

現在、技能実習制度それから特定技能という制度が出来ておりますが、この制度

の構築にあたりましては、申すまでもなく国会の先生方をはじめ関係の監理団体

その他登録支援団体の方々のご協力があったものと思っております。  

現在の日本においては、人手不足の問題が経済の発展にいささか不利益を及ぼし

てきており、今や世界からの人的な応援を得ないといけない状況です。  

そこで、監理団体の方々や団体に加入している実施事業者の方々が、一生懸命外

国の方々とお話をして、技能実習生として日本に来ていただき、日本の技能を学ん

で基本的には持って帰って母国に協力するという技能実習制度があり、この制度

が活用されてきているわけでありますが、人材不足の問題はますます深刻になっ

てきて、より環境を整えるために、特定技能という制度を作って日本にも定着して

いただくと、今後はそういう形で進んでいくことになりました。  

しかし、コロナ禍で世界が大変なことになってしまい、あらゆることが停滞して

しまっていますので、何とか早くこのコロナ禍を収めていただいて、日本の経済発

展のために世界の人々にお世話になりながら頑張っていきたいと思っております。 

今回、鳥取県の関係者の皆様にもご協力をいただき、金融機関や地元企業の皆様

のご協賛もいただくことができました。  

どうかせっかくのチャンスですので講師の方々はじめ、登壇者、パネリストの

方々のご指摘を賜わって、この制度がよりよく発展するようにお祈りしてやみま

せん。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。  
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【来賓メッセージ 衆議院議員 山下 貴司 先生】 

衆議院議員の山下貴司です。  

本日は新しい共生社会を模索するシ

ンポジウムにおいて外国人材の活用

と共生という大切なテーマで開かれ

ると聞いております。  

人口減少時代を迎える中、外国人材

の受入れ促進と受入れ環境の整備は

政府においても重要な課題として捉

えており、これまでも各種の取り組みが進められていたところであります。  

例えば、経済社会に活力をもたらす外国人を積極的に受け入れていく必要がある

との観点から、国内の人手不足の解消を目的として、私が法務大臣在任中の平成 30

年 12 月に入管法を改正し在留資格特定技能を創設いたしました。  

新型コロナウイルス感染症拡大により海外からの特定技能外国人の受入れが停

止するなどその受け入れについても一定の影響を受けています。  

コロナ禍においても特定技能外国人の数は増え続けており、昨年 12 月時点で約

1 万 5 千人の方が日本でご活躍になっています。  

また、本当ポストコロナ時代においては、完全収束後の中小規模事業者における

経済回復の反転攻勢にとって特定技能外国人は必要不可欠な人材で、国外におい

てもアジアを中心に日本で働きたいという若者の意欲は旺盛であると聞いており

ます。 

この制度に対する国内外の期待は非常に高いものと考えています。  

優秀な外国人労働者の獲得競争が国際的に高まっている中、日本が就労先として

選ばれるためには外国人の方が働いてみたい住んでみたいと思えるような共生社

会を実現することが必要です。  

そこで、外国人材の受け入れ共生のための取り組みを政府一丸となってより強力

にかつ包括的に推進していく観点から、やはり私の法務大臣在任当時の同じ平成

30 年 12 月に、外国人材の受入れ共生のための総合的対応策を取りまとめました。 

これを踏まえ、在留外国人の方々に対し生活全般について多言語で情報提供相談

対応を行う一元的相談窓口を整備運営するための経費として、例えば外国人受入

環境整備交付金による支援を行っています。  

鳥取県については今年度、県内 3 カ所の一元的相談窓口の運営事業に対し 1 千万

円を交付決定しているところです。  

また、日本に在留する外国人が安全安心な生活就労するために必要な基礎的な情

報を掲載した生活就労ガイドブックが関係省庁のご協力のもと作成され、出入国

在留管理庁外国人生活支援ポータルサイトにおいて、優しい日本語版を含む 14 も

の言語で公表されるなど、共生社会の実現に向けた取り組みが推進されています。 
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今回のシンポジウムには鳥取県内の事

業者、団体の皆さん鳥取市をはじめ県内

各地方公共団体、広島入国在留管理局、厚

生労働省のご担当の方々など幅広く関係

者のかたが出席されると伺っております。 

外国人の受入環境整備については鳥取

県内での取り組みを通して得られた様々

な好事例、課題を活発な意見が交換され

ることを期待しております。  

本日のシンポジウムが実り多いものになりますよう心からお祈り申し上げて私

山下貴司のご挨拶とさせていただきます。  

本日は誠におめでとうございます。  

 

 

【来賓メッセージ 鳥取県 平井 伸治 知事】 

皆様こんにちは。本日はこのような形

で  私もリモートで出席をさせていた

だきました。  

今日のこの開催にあたりまして、畑会

長様さらには AST 加藤理事様はじめ地

元の方々で大変なお手数を賜りました

ことを感謝申し上げたいと思います。  

それに日頃は、鳥取県行政書士会中嶋

会長はじめ行政書士の皆様とも一緒になりながら、こういう外国人の労働者の問

題に対しまして我々鳥取県も一緒になって汗をかかさせて頂いております。  

今日は、この後坂場元大使の話を聞かれたり、鳥取学園石浦理事長や鳥取県漁業

協同組合久保利さんの話を聞かれたりするということでございますけれども、是

非実りの多い会になればと思います。  

広島出入国在留管理局からも平河局長が出られるということでございますし、今

お集まりの皆様もそれぞれ様々な立場で関わっておられます。  

米子市文化財団杉原理事長も日韓の交流のために大変にご尽力をされて来られ

ました。  

そういうようなことなど、皆様のこれまでのご経験を生かされまして是非活発な

意見交換をしていただきたいと思います。  

今の本県の現状を申し上げますと、中国よりもベトナムの方のほうが県内で在留

されている方は増えてきています。  

やはり、働かれるという形でこの鳥取を選ばれる方が年々増えてきたということ

でありますが、今、新型コロナの影響もありますので、飛躍的にまた増えたという

ことではございませんけれども、ただ、向こう（母国）へ帰れなくなった方々がこ
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ちらに来られるというような一種のローテーションのような形になりまして、一

定の労働者の確保はできているということかと思います。  

私共も例えば、雇用の問題あるいは様々な悩みを相談する窓口を作ったり、対応

していくことにさせて頂いたりしておりますし、経営者の皆様ともそういうノウ

ハウを分かち合えるような、今日のシンポジウムもそうでありますけれども、しっ

かりとフォローアップをさせていただくことにしております。また色々とご相談

をさせていただければと思います。  

一つ気になりますのは今新型コロナでございます。  

外国の働かれる方々もコロナにかかるわけであり、言わば異国の地におきまして

慣れない中で新型コロナと病気と向き合わなければいけないということがありま

す。 

実は東海地方もそうなんですが、今全国でクラスターのような感染が起こってお

り、一定程度は外国の働かれている方々であることが現実なんですね。ですから、

こうした健康問題、新型コロナ対策というものも、正味の課題になってきたと思い

ます。 

我々も政府の方に、情報リソースを、例えばホームページだとか様々な形で、あ

るいは大使館などを通じまして流してもらうように要求をしたりしておりますし、

地元の方でもそういう多言語対応できるような外国人向けのセンターも作らせて

いただいているところでありますが、それぞれの職場などでも、きちんとこうした

問題にも対応していく必要があるのではないだろうか、今喫緊の課題としてこう

いうことも出てきているということをぜひご理解いただければというふうに思う

わけであります。  

世界はとっても小さくなりました。

しかしコロナでまた壁が出てきてし

まったようにも見えます。ただ必ずこ

れはトンネルを抜ける時が来ます。  

そういう時にまた日本海に開かれた

ゲートウェイとして、鳥取県はその意

味でのパイプ役になれると思います。 

皆様にも是非意のあるところも酌ん

で頂きまして、今日は活発なご議論を賜りますようお願いを申し上げたいと思い

ます。 

皆様のご健勝とご商売繁盛をお祈り申し上げまして挨拶に代えさせていただき

ます。 

どうもおめでとうございました。  
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【来賓メッセージ 米子市 伊木 隆司 市長】 

皆さんこんにちは。米子市長の伊木隆司で

ございます。  

共生社会を模索するシンポジウムの開催、誠

におめでとうございます。  

また先程ご挨拶をいただきました、一般社団

法人全国技能実習監理団体連絡会会長様をは

じめ皆様方におかれましては、日頃よりこの

機能実習制度の健全なる発展のために様々な形でご努力を重ねて頂いております

ことに深く敬意を表し、感謝を申し上げます。  

先ほど平井知事のお話にもございましたけれども、鳥取県でもこの技能実習生の

皆様が今増えている傾向にございますし、ここ米子市におきましても、昨年 12 月

末時点におきまして 324 人と、増える傾向にございます。  

私達のこのコミュニティを維持し、また経済活動を維持していくためには、この

技能実習制度というものが健全なる形での発展が必ず必要不可欠な時代となって

まいりました。  

私たちの米子市におきましても、こうした技能実習生の皆様方が地域において生

活する上で出来る限り不自由がないように、我々としても配慮しているところで

ございます。  

特にコミュニケーションの支援ですとか、生活支援といったものの体制の充実に

取り組んでいるところでございます。  

例えば、我々米子市のホームページにつきましては翻訳言語の充実を図っており

ますし、スマートフォンにおきますカタログポケットというアプリを利用いたし

まして、広報米子という広報誌があるのですが、これの多言語翻訳というものを取

り入れております。  

こうした形で、出来る限り地域に住まわれる外国人の皆様ができるだけ不自由の

ないようにコミュニケーションが取れるように、我々としても配慮していくつも

りですし、何よりもこうした方々が私たちのコミュニティの一員として受け入れ

られるように努力をして参りたいと思っております。 

またこうした制度を皆様方と一緒に活用して運用

しながら、これを地域の経済発展の礎にしていかな

ければなりません。  

このことに対しまして我々米子市といたしまして

も一生懸命に努力をしていく所存でございます。  

本日は地方から好事例の発信などのテーマで様々な議論がなされると伺ってお

ります。  

是非とも本日のシンポジウムが実りあるシンポジウムとなりますことを心から

祈念を申し上げまして、私からの挨拶とさせていただきます。  

本日は誠におめでとうございます。  

 

 



【令和 3 年 2 月 17 日 ASTシンポジウム記録】 

9 

 

【第 1 部 基調講演「外国人材受入れの現状と将来の展望」】 

【講師プロフィール】 

ＭＳ国際コンサルティング事務所  代表  

元ベトナム駐在特命全権大使  

坂場 三男 氏 

［講師略歴］ 

1949 年 茨城県ひたちなか市生まれ。 

1973 年 横浜市立大学文理学部を卒業後、外

務省に入省。 

フランスで語学研修した後、インド、フランス、エジプト、米

国（シカゴ）などで勤務。  

外務本省では大臣官房総括審議官、中南米局長、外務報道官な

どを歴任。  

2008 年～2010 年 

2 年 8 ヵ月に亘って駐ベトナム大使を務める。  

2014 年 駐ベルギー大使・ＮＡＴＯ日本政府代表の任を最後に、外務省

を退官。  

2015～2017 年  

横浜市立大学教授  

2017～2021 年  

法務省・公安審査委員会委員  

 

現在はＭＳ国際コンサルティング事務所の代表職とともに、複数の

一部上場企業において社外取締役、顧問を務める。  

 

［主な著書］  

『大使が見た世界一親日な国・ベトナムの素顔』（2015 年、宝島社刊）  

『新・遣欧使節回覧実記～日本大使のベルギー奔走記～』  

（2018 年、幻冬舎刊）  

『今すぐ国際派になるための ベトナム・アジア新論』 

（2019 年、振学出版刊）  

『ハノイの熱い日々  

～元駐在員ら 26 人が語るとっておきのベトナム話～』  

（2020 年、編著、カナリアコミュニケーションズ刊）  

など。 
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［基調講演 紙上再録）］ 

 

皆さんこんにちは 。ただいまご紹介をいただきました坂場でございます。 

今回はＡＳＴ様主催の鳥取でのシンポジウムにおいて、ベトナムについて

お話ができるということで、大変嬉しく思っております。  

本来であれば鳥取の方にお伺いし

て、直接皆様にお会いしてお話がした

かったのですが、残念ながらコロナの

影響でオンラインでの開催というこ

とになってしまいました。  

ただ私としては、オンラインのおか

げでマスクを外してお話をさせてい

ただくことができます。皆様の方に飛

沫が飛ぶことはありませんので、私も

安心してマスクなしでお話ができます。  

本日は、日本とベトナムとの間の、特に若い人たちを中心とした人の交流

が、現在どういう状況にあってどういう課題を抱えてるのかということを、

私なりに思うところがありますので、お話をさせて頂きます。ただ、その前

に、ベトナムの最近の政治状況あるいは経済の状況をご紹介して、その後  人

の交流等について話を移していきたいと思います。  

 

まず、ベトナム政治の状況でございますが、皆様ご存知かと思いますが、

去る 1 月末、ベトナム共産党の第 13 回党大会が開催されまして、これまで

書記長を務めておられたグエン・フー・チョンという方が引き続き書記長を

務めることになりました。  

私はいつも党大会の時には予想を立てるんですけれど

も、大体当たったことがありません。そのくらいベトナ

ムの場合、予想を覆す人事が行われるという気がいたし

ます。 

今回は特に、グエン・フー・チョン書記長が、既に 2 期

10 年に亘ってこのポストに在任しておりますが、ベトナ

ム共産党の規則では書記長の任期は 2 期 10 年までとい

う決まりになっておりますので、今回でグエン・フー・

チョン書記長は退任するものと思っておりました。けれ

ども、予想を覆して留任されるということ、つまり 3 期

15 年書記長をお務めになるという決定が行われたわけです。 

そのため、それ以外の主要な幹部人事、ベトナムでは「４柱」といいます

けれども、国家主席、首相や国会議長の人事についても随分影響が出てきて

おります。 

特に私が注目したのは、首相に誰がなるのか、ということですけれども、

 

 
グエン・フー・チョン書記長
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現在はファム・ミン・チンという方が首相になりそうだということです。  

ファム・ミン・チンさんは、現在は共産党の政治局員、中央組織委員長と

いうポストにおりまして、ベトナム共産党全体の組織の取りまとめ、あるい

はその改革等を担当してきた方でございますし、さらにキャリアを見てみま

すと、公安畑といいますか、警察関係の仕事を長くされてきた方で、これま

での首相とはだいぶ経歴の違う方が国の首相の任に当たりそうだというこ

とです。 

とりわけファム・ミン・チンさんは、私が見るところ、経済あるいは外交

についてあまり経験がおありにならないという感じがいたしますので、果た

してどういう政策、政権運営になっていくのかということが注目されるかと

思います。 

そういう中で、これまでグエン・スアン・フックという方が首相を務めて

まいりまして、非常にその実績が評価されております。  

今回の党大会の結果を受けて、フック首相は次期国会

で国家主席に任命されるのではないか、と言われている

ようです。フックさん個人は、書記長になれないという

ことであれば、首相を引き続きという思いであったよう

ですが、現時点では国家主席という重要なポストに就任

される見込みだと予想されております。  

フック首相は、経済運営の手堅いことで評判が良かっ

たですし、最近ではコロナ対策が大変うまくいっている

ということで、この点は国際的にも高く評価されていま

す。 

先月、あるオーストラリアのシンクタンクが世界各国のコロナ対応能力の

ランキングを発表しており、その中でベトナムは世界で二番目に高い評価を

受けておりました。  

実際、2021 年 2 月 13 日の時点で、感染者の累計が 2229 人ということで、

他の国に比べても大変低い感染者数になっておりますし、とりわけ死者の数

が直近で３５名という二桁の死者数というのは、世界的に見ても例外的に少

ない数字だろうと思います。そういうこともありまして、フック首相の対応

が高く評されているということがございます。  

経済成長を見ましても、昨年 2020 年の経済成長率は 2.91％ということで、

世界中ほとんどの国がマイナス成長という中でベトナムがプラス成長を達

成したということは大変立派な成績だったと思います。  

アジア及び世界を見ても、プラス成長を実現した国というのは本当に少な

く、アジアではベトナムの他に中国と台湾がプラス成長でしたが  中国は

1.9％、台湾でも 2.4％の成長ですので、2.9％を超えたベトナムの成長率は、

非常に高いと思います。  

とりわけ製造業が大変頑張っておりましたし、貿易面でも輸出がたいへん

伸びてきておりまして、なかんずくサムスン電子、これは韓国の携帯電話を
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作っている会社ですけれども、ベトナムの全輸出のだいたい 20%ぐらいがサ

ムスンの携帯電話と言われていました。昨年は若干減って 18％に落ちたよ

うですけれども、それでも一国の輸出の 18％を 一つの会社の一つの製品が

占めるというのは驚きです。  

そういう意味でベトナム経済にとっては、サムスン電子の果たしている役

割というのは 経済を支える上で大変大きなものがあるという風に思います。 

また、海外直接投資（ＦＤＩ）の去年の数字が、認可ベースで 285 億ドル。

実際に実行されたものが 200 億ドルで、前年 2019 年よりは下がりましたけ

れども、このコロナ禍の中でこれだけの投資実績を上げたというのは大変立

派だと思います。 

とりわけアメリカと中国のいわゆる「貿易戦争」の影響で、ベトナムの方

へ投資する動きが加速していると言われております。意地悪な筋はベトナム

が「漁夫の利を得ている」というような言い方をします。けれども、ここ数

年、実際に様々な国から、投資先としてのベトナムに注目が集まっていると

いうことは言えるかと思います。 

投資額を国別に見てみますと、昨年はシンガポールが１位で韓国が２位、

３位が中国ということです。日本は４位でした。中国が 3 番目に入ったとい

うのは大変驚きです。従来ベトナムと中国の関係は必ずしも思わしくなく、

このためもあって中国からの投資はかなり限定的だったのですけれども、つ

いに日本を追い越して昨年は第３位になり、今年 2021 年はもしかすると２

位になるのではないかという予測を立てる向きもございます。確かに、米中

貿易戦争の影響もあって、ベトナムに対する中国からの投資がかなり伸びて

きてるということは数字の上でも見てとれます。  

 

次に、こうした政治経済状況を背景にして、今、ベトナム社会自体が大き

く変化しようとしているということを申し上げたいと思います。  

2020 年については、コロナの影響もあ

りまして、特に若い人たち、若年層の失

業が非常に増えてまいりました。全体

で若者の失業率が 7.1%ほど、とりわけ

ハノイ、ホーチミンといった都市部に

おいては 10％を超える失業率になって

おり、最近では異様に高い若年失業率

ということになります。  

とりわけ観光産業が、コロナの影響で旅行制限、入国制限が取られた関係

で、外国人の観光客が激減しましたので、そういう業界で働いていた若い人

達が職を失うということが随分あったようです。ホテルあるいはレストラン

というところもやはり打撃を受けていると聞いております。  

ベトナムはこれまで海外に労働者を派遣することにかなり政策的な重点を

置いてまいりました。  
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近年は、年を追うごとにその数が増えまして、2019

年には海外に派遣する労働者の数が 147000 人を超

え、過去最多になりました。  

そのうち日本に来られた方が 8 万人を超えまして、

これも過去最多になったわけです。ところが昨年は

コロナの影響ということで残念ながらこれが激減し

てしまいまして、一年を通して海外に派遣されたベ

トナムの労働者は 78000 人余り、日本はそのうち

38000 人強ということで、その前の年の半分以下に

減ってしまいました。  

それでも全体の派遣数の中では、日本においでになっている方が一番多く、

3 年ぐらい前からその数は台湾を追い越し常に第 1 位になるという状態にな

り、これが昨年まで続いております。  

昨年時点で、海外に住んでいるベトナム人、その中には「越僑」と呼ばれ

ているビジネスをしている方々も含めて 530 万人、海外派遣労働者を含む

「出稼ぎ」と呼ばれる方々が 58 万人いると言われております。  

この方々が、過去 5 年間の年平均で、140 億ドル（約 1 兆 5000 億円）を本

国に送金しており、これがベトナムにとっては重要な外貨獲得源になってお

ります。 

そういう中で、日本とベトナムの間における人の交流について、もう少し

具体的に観てみたいと思います。  

 昨年、菅内閣発足後、菅総理が最初の外国訪問先としてベトナムに行かれ

ました。 

そのあとインドネシアにも行っておられますけれども、ベトナムはＡＳＥ

ＡＮの議長国という立場でしたので、そういうこともあって日本の総理大臣

が就任後最初にベトナムを訪問するということになったわけですが、ベトナ

ムを重視する日本政府の姿勢もそこに見えてくるわけです。  

貿易も、日本とベトナムとの間では順調に伸びてますけれども、とりわけ

ベトナムから日本への輸出が急速に増えています。その関係でベトナムの対

日貿易は常に黒字になっております。これは日本にとっては赤字なんですけ

れども、それは日本の進出企業の方々が、現地から自らが作った製品とか、

あるいは魚介類であるとか木材とか繊維製品であるとか、そういったものを

日本へ輸入しているということもありまして、ベトナムから日本への輸出が

急速に拡大しているということです。こうした貿易関係の拡大は両国の経済

関係を緊密にする大きな背景になっていると思います。  

その上で人の動きを見てみますと、昨年 2020 年は日本を訪れたベトナム

人の数が 15 万人超と、これは対前年比で 69％減となってしまいまして、大

変な減少でした。 

2019 年は 49 万 5 千人のベトナムの方が日本に来ていましたので、15 万人

に減少したというのは大変残念なんですけれども、少しずつコロナの収まり
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具合とともに、日本においでになる、特に若い人たちの数かまた戻ってくる

ことを期待したいと思っております。  

日本に住んでいるベトナム人の数で言いますと、昨年 6 月末の入管統計を

見ますと、42 万人のベトナムの方が日本に住んでおられます。中国人より

は少ないですけれども、韓国・朝鮮の方とほとんど同じくらいの数です。  

労働者の数については、厚生労働省が発表している別の統計があり、最近

発表された昨年 10 月末時点の調査では、外国人の労働者数が 172 万人、そ

のうち何と全体の４分の１を超える 44 万人がベトナム人ということで、日

本に住んでいるベトナム人の数よりも雇用されている人の数の方が多いと

いう妙な状況になっています。  

その謎は留学生のアルバイトにあります。日本に在住するベトナム人留学

生の数が去年はだいたい 65000 人ぐらいなのですが、日本の企業や事業者

から「ベトナム人の留学生を雇っております」という形で届け出があったも

のを足し算すると、127000 人のベトナム人留学生が雇用されていることに

なったのです。 

6 万人強しか留学生がいないのに雇われている者の数が 12 万人という倍

近い数になっているということは、それは一人の留学生が複数の箇所、平均

すると 2 箇所ぐらいでアルバイトをしているということです。日本のさまざ

まな現場、特にコンビニエンスストアだとか居酒屋だとかいう店舗等でアル

バイトをしているベトナムの留学生も多くなっているということを、今の統

計から裏付けることができます。  

 

そういう中で鳥取県の数字を別

途チェックしてみたところ、鳥取

県は外国人の在住者は 4991 人

（昨年 6 月末数値）で、そのうち

技能実習生が 1755 人という数字

になっておりまして、鳥取県にお

いても過去数年で急速に技能実

習生を採用する企業が増えてい

るということがいえます。  

1755 人の技能実習生については、都市別、市町村別での統計もございまし

て、それをみましたら、鳥取市で 401 名、米子市で 356 名等々となっており

まして、大きな都市部の方で多くの実習生が働いており、その技能実習生は

大半がベトナムの方だろうと思います。  

大変興味深いのが男女別の割合についてで、鳥取県の場合、ベトナム人の

男性を技能実習生として雇っている数が 445 人ですが、女性は 959 名であ

り、男性の 2 倍以上も女性の技能実習生が就労しているのは、全国的に見て

もとても珍しいケースです。在留する技能実習生の全国平均の男女比は男が

56%、女性が 44%ですから、だいたいどの県でも男性の方が多いのです。  
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なぜ鳥取県は女性の技能実習生の方が多いのかをちょっと調べてみました

ら、就労職種で一番多いのが水産食品加工の分野で、大変多くのベトナム人

技能実習生の女性が働いておられ、それと金属機械の分野でも多くのベトナ

ム人の女性の方が働いています。手先が細かく繊細な作業が女性向きなのか

もしれません。 

雇う方も雇われる方も、概ね大変満足しているという調査結果もございま

すので、私としては心強く思っております。昨年、鳥取県の中小企業診断士

協会が、技能実習生を採用している企業にアンケート調査を実施し、その結

果が鳥取県のホームページに載っていましたので見てみましたら、ベトナム

人の技能実習生について「満足している」と回答した受け入れ企業の割合が

75%となっておりました。非常に高い数字だろうと思います。  

 

こうした状況がさらに続いて欲しいことを願うわけですけれども、では実

際はどうか、という最後のテーマに移ります。  

ご存知の通り、ベトナムには技能実習生の送り出し機関というものがあり、

現時点で認可・登録されている団体が 422 団体ございます。 

日本側は監理団体というところで受け入れているわけですけれども、これ

は一般監理団体と特定監理団体を合計しますと 3200 団体あります。 

その監理団体を通じて最終的に個々の企業に受け入れてもらっているわけ

ですけれども、3200 団体のうち、鳥取県には登録されている監理団体が 19

団体ございます。これが多いと見るか少ないと見るかは微妙なんですけれど

も、人口 55 万人の鳥取県において 19 の監理団体が、実習生監理事業を実施

しているという状況でございます。  

最近の実習生をめぐる問題は多々ありますが、とりわけ失踪者の数が急速

に増えてきているというのは大きな問題です。その中でもベトナム人の数が

一番多く、失踪者全体の 7 割近くを占めるという残念な状況ですし、退去強

制をされるベトナムの方も昨年の数字で全体の 33％（3185 人）と、年を追

うごとにその数が増えてきているという点も非常に残念なことです。  

受入れる側の対策としてどのようなことが行われているかということです

が、いろいろな関係者からお話を伺っていきますと、やはり技能実習生と受

け入れている側の雇用契約の中身を最初の時点できちんと確認するという

ことが重要性だということです。  

それと併せて賃金とかあるいは労働時間等含めた労働基準法をきちんと守

っていただくということも重要なんだと思います。  

それから、これは多くの方がおっしゃるんですけれども、やはり雇ってい

る側と雇われている技能実習生との間のコミュニケーションがどのように

取られているかということです。  

そのコミュニケーション、日本的に言うと「ふれあい」、あるいは意思疎通

ということですけれども、これが上手になされている受入れ先は、双方が満

足するということになっているようです。  
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私は各方面で申し上げているのですが、確かに労働力不足という背景があ

って技能実習生が雇われているケースが圧倒的に多いわけですけれども、雇

っている側が、単に賃金が安いから労働力として雇っているんだという状況

は、そろそろ克服しないといけない時期に来ているのではないかということ

です。 

確かに日本人の場合よりはいくらかベトナムの技能実習生の方が賃金的に

安いのかもしれませんけれども、しかしそういう状況は長くは続かないと私

は思います。 

ですから、普通の日本人を雇っているのと同じ気持ちで賃金その他の条件

を考えて、技能実習生の受入れを考えていただきたいと思います。  

現場でトラブルが起こってる事例をいろいろとお伺いしていると、やはり

ベトナム人とはどういう人たちなのか、つまり「ベトナム人の気質」という

ものに対する理解が受け入れ側において今一つ十分ではないのかな、と思わ

れるケースが多いように思います。  

ベトナム人は、日本人以上に愛国心といいますか、ベトナムが好きですし、

自分の国に誇りを持っていると思います。またもう一つ、家族という単位の

絆が日本人よりは強いかもしれません。  

そういう彼らの想い、国あるいは故郷を思う気持ち、家族を思う気持ちと

いうものを我々日本人の方にも十分理解いただいて接していただくことが

必要ではないかと思います。  

私自身のベトナム大使時代の経験からして、ベトナム人は大変プライドの

強い人たちで、自尊心を傷つけられることは耐えられないというところがご

ざいます。 

従って、叱らなければならない時は相手を一人にして、他方、ほめる時は

大勢の前で、というのがポイントになります。  

日本人の場合、発展途上国の人に対してはつい「上から目線」で接すると

いうことがあるような気がします。これは彼らのプライドを傷つけることに

なります。ベトナムの若者に対しても「上から目線」で接するというのでは

なくて対等の立場で接して頂きたいと思います。  

彼らは、お互いの間の連絡がすごく密です。ＳＮＳであれ携帯であれ、だ

いたいその日のうちには伝わっており、しかも相当広くも伝わっていて、Ｓ

ＮＳだともう世界とまでは言いませんけれども、日本と

ベトナムとの間であっという間に情報が共有されてしま

うということがあります。  

ですので、何かあった時には、広がり方が速いというこ

とは十分注意しておかなければいけませんし、うちの賃

金はどれくらいだとか、休みはどれくらいだとか、レク

リエーションがこういう風に行われているだとか、そう

いう情報は彼らの間でものすごく広く意外なほど早く共

有されている、ということは理解しておいてください。   
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 時間がだいぶたってまいりました。最後にまとめたいと思います。 

 私は、ベトナムからの技能実習生が、去年はコロナの影響があって減少し

ましたけれども、近年は着実に増えては来ていますが、ただこれからもこの

ようにずっと増え続けるのかというとそうではないかもしれない、と思いま

す。おそらくこの「人手不足」という前提だけで技能実習生を雇っています

と、「人材獲得難」と呼ぶべき時期が、早晩来るという気がいたします。  

その理由は 4 つございます。 

ひとつは、ベトナム人の若者の数がトレンドとして減少傾向になっていく

こと。 

ベトナムにも「ベビーブーム」がございまして、第一次ブームが 1990 年前

後、第二次ブームが 2010 年前後と言われています。その結果として毎年の

新生児の数は上下動するけれども、長いトレンドから見ますとやはり若者の

人口は減少します。  

しかも、高学歴化します。  

大学進学率が直近でほぼ 30%です。私が現地で勤務しておりました 10 年前

のころは、大体 10 から 15%と言われていましたので、この１０年でほぼ２

倍になったということです。  

高学歴化しますと仕事を選り好みする傾向、つまり３K の仕事は嫌だとい

うような傾向が出てきますので、今申し上げたような技能実習生の職種によ

っては、ベトナムの若者が集まらないということが起こり得るということで

す。 

それから、近年は外国の企業がベトナムにどんどん進出していますので、

若い人たちがベトナムの国内にある外国の企業でますます雇われてしまう

わけです。 

そうしますと海外に行こうという若

者の数が相対的に減少することにな

りますし、外国企業も現地で人材を取

り合っていますので、どうしても賃金

が上がっていきます。  

そうしますと、技能実習生としての

賃金が相対的に目減りし、日本に行け

ば高い給料がもらえるんだという金

銭的魅力が相対的に減少していくというのは避けがたいことだと思います。 

そう言う意味では出稼ぎのメリットっていうのが次第に小さくなっていか

ざるを得ないということです。  

最後に、台湾あるいは韓国でも少子高齢化が急速に進んでおり、外国人労

働者への需要がますます高まっていることにも注意が必要です。やはりこれ

らの国でもとりわけベトナムからの若者を求めているという状況がありま

すので、これは日本も含めて一種の「取り合い」の現象が出てくるというこ

とです。 
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全体としてベトナムにおいて若者の数が減っていくときに、それを取り合

うということになりますので、従来のように希望するとおりにベトナムから

の実習生を獲得できる状況は、いずれ難しい局面を迎えると思います。  

そういう意味でも、受入れ先において、ベトナムの若者が満足して実習を

行うことができるような、日本に来て良かったと思い、それがまた  SNS 等

を通じてベトナムの若者の間で広く伝わって、やはり日本に行くと良いこと

があるという、そういう環境、状況を生み出していくことが  これからの人

材難の時代を乗り越えていく一つの道ではないかと私は思っております。  

以上、ベトナムの最近の状況、特に人の交流についてお話をさせていただ

きました。 

ご参考になれば幸いです。  

 

［基調講演終わり］  

 

 

 

 

 

 

 

 ［司会 杉原 美香 氏］ 

新型コロナウイルス感染防止のため、

感染防止対策を万全とした上で、無観

客オンライン配信形式で、県外各所を

オンラインで繋ぎ、会場のモニターで

登壇者とライブ対話いたしました。。 
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【第 2 部 実践事例紹介】 

第 2 部実践事例紹介では、鳥取県における取組の好事例を、「実践から学ぶ」こ

とを目的に、実際にこれを行っている現場の方々から、成功の秘訣とこれからの展

望をお話しいただき、また質疑応答を通して、外からはうかがい知れないご苦労

や、その向こう側にある希望を感じることができました。  

 

〈①  鳥取城北日本語学校の取り組みについて〉  

［説明者］学校法人鳥取学園  鳥取城北日本語学校  

石浦 外喜義  理事長  

 

鳥取学園の石浦です。どうぞ宜しくお

願いいたします。  

今日は事例紹介ということで、このよ

うな場を与えていただきまして、ＡＳ

Ｔの皆様に感謝申し上げます。  

これから鳥取城北日本語学校の紹介

をさせていただきます。  

その前に、設置母体であります鳥取学園の紹介をさせていただきます。  

学園のスタートは、戦後間も

ない昭和 24 年 10 月のドレスメ

ーカー女学園の設立でした。働

く女性のニーズに貢献しようと

の建学の精神だったようです。  

また、幼児教育の推進を図る

ため昭和 30 年 4 月に鳥取幼稚

園を開設し現在では鳥取市内で

5 つの認定こども園を運営して

おります。園児数は約 920 名で

す。 

昭和 38 年 3 月には学校法人を

設立され、同時に城北高校も開

設されました。  

現在城北高校は約 1123 名の生

徒が在籍して相撲、野球部とス

ポーツの全国的な強豪校として

有名になっております。  

現在、進学でも本校の国立大

学合格者は約 40 名と過去に比

べて大幅に増えています。  
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また同志社大学をはじめ難関とされる私立大学の合格も多数輩出しています。  

今後は国立大学を 100 名合格、また難関大学の合格者をさらに増やし、真の進学

校として邁進していきたいと思っております。  

平成 31 年 4 月には城北日本語学校を設立するとともに法人名称を鳥取学園に改

めました。  

次に鳥取城北日本語学校

の紹介に移ります。  

設立のきっかけは平成 28

年の夏頃、鳥取市経済観光

部、地元銀行、鳥取市内の技

能実習生監理団体であるス

キルウェイ協同組合からの

提案でありました。  

鳥取市の説明によると、近

年、市内の企業では人材確

保が難しくなりつつある、関西で企業誘致を働き掛けるにも、一つのポイントはや

はり人材確保であるとのことでした。さらに、鳥取県内の経済団体からも、将来の

人材確保の一環として日本語学校の設立に要請があり、そこで、産・官・学の関係

者が集まっての検討を進めた結果、外国人材育成雇用プロジェクトを策定いたし

ました。  

私たちとしては利益を上げるための新たな学校を設置するのではなく、今後の学

園経営の一つとして地域経済の活性化や国際社会との共生、定住促進対策といわ

ゆる地域貢献を大切であることの基本的考え方を基づくものでありました。  

また、今日これまで学園を育ててくれた地域へ恩返ししたいという思いも強くあ

りました。  

学園理事会では、当初、収支が成り立

つのかどうかと、大きな赤字になったら

大変だ、慎重になるべきだ、という意見

も強かったのですが、何度も協議した結

果、最終的には地域に貢献するという考

え方が理解され、合意を得ました。  

このような経緯を踏まえて、設立の準

備を着手いたしましたが、当初は当方の

準備不足もあって、この新しいプロジェ

クトの仕組みについて、認可所轄各省庁のご理解をいただくに至らず、、平成 30 年

4 月に 1 回目の申請は不合格になりました。  

これを教訓として、関係各機関でプロジェクトの内容を練り直し、再挑戦した結

果、平成 30 年 9 月に広島入国管理局から、国の基準を満たしている旨の連絡をい

ただき、プロジェクトは予定の半年遅れにはなりましたが、スタートすることにな

りました。  
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留学生の受け入れ対象国は、現在のところベトナム 1 国でありますが、鳥取城北

高校と縁の深いモンゴルからの受入れについても検討を行っております。  

平成 30 年秋ごろには、当時 JETRO ハノイの所長様と懇談する機会がありました。 

この際に、所長様から、「鳥取は非常に自然な環境に恵まれており治安も良好で

ある。鳥取城北日本語学校は他の日本語学校にはない有利な面がある。鳥取で 1 年

間過ごしたベトナムの若者が鳥取を第二の故郷と思ってくれたら大成功だ」と言

っていただけたことが非

常に印象に残っておりま

す。 

平成 31 年 4 月には、17

名の留学生を受け入れて

第 1 期生の入学式が挙行

できました。  

関係者一同感慨もひとし

おでありました。  

このプロジェクトは海外

の大学を卒業した若者を

1 年間日本語学校に受け

入れて日本語はもちろん

のことビジネスマナーや

日本語の生活習慣、文化を

習得させ将来の企業の中

堅人材として就職させる

仕組みとなっております。 

留学生を希望する企業は

来日前の留学生とのマッ

チングを行い就職が内定

していることもあり留学

生は全員日本の企業で働

くことに強い意欲と誇り

高いモチベーションを持

って来日しております。  

学生寮につきましては学校から近い鳥取市内の中心部に設置しております。  

この施設は学校の直営ではなく市内の不動産の会社の協力により設置したもの

であります。  

寮につきましても、立派な寮を作っていただきまして、ただこの度はコロナの影

響がって、非常に私たちもどうなるか心配していたのですが、寮の設置にあたって

非常にご配慮をいただきまして、本当に助かりました。  

地元鳥取市からは、求人開拓はもちろん学校運営費の補助など物心両面にわたり

全面的な支援を受けております。なお、内定企業にも学校への納付金の 2 分の 1 以
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上ご負担をしていただいており、まさに町全体でご支援をいただきながら、学生た

ちを育てています。  

学校の時間割、カリキュラムは以下の通りです。  

1 期生は 17 名でありましたが、昨

年 3 月に無事卒業し現在就職先の企

業で活躍中であります。  

令和 2 年度の入学生は 58 名内定し

ておりましたが新型コロナの影響

で 55 名の留学生が 7 か月遅れでよ

うやく入国いたしました。  

3 名の留学生が辞退しましたが 55

名の留学生がようやく昨年の 11 月

上旬に入国にいたしましたが現在

これまでの遅れを取り返そうと一

生懸命勉学に励んでおります。  

入国が遅れた 7 か月間は、ハノイ

の JIS という日本語教育機関でもオ

ンラインの授業に取り組んだとこ

ろであります。  

留学生にとってはまたアルバイトも重要です。生活習慣を学ぶ必要もあります。 

これ以上にアルバイトは日本の上達の大切な方場となっております。  

鳥取市内のあるアルバイト先からは留学生は大変素直で明るく勤勉であると日

本人の同僚にとっても大変良い刺激になっているとの声もよく頂いております。  

令和 3 年度につきましては 100 名の留学

生を受け入れる目標としていましたが残

念ながら新型コロナの影響で求人開拓が

思うようにできなかったこともあり、内

定者は 28 名にとどまっております。今後、

4 期生確保に向けて、関係機関との一層の

連携強化、経済団体や JETRO の支援を受

けながら、取り組んでいくこととしてお

ります。  

地域の企業、関係機関のバックアップを受けながら、人材確保との高い理想を掲

げてスタートした日本語学校でありますが、昨年来の新型コロナに大きな影響を

受けておりますが残念ながら累計赤字もかなりの額となってしまいました。  

私としてもこれに負けることなく、鳥取に城北日本語学校あり、と言われるよう

な、学校旁を目指していきたいと思います。  

今後とも地域の関係機関のご協力とご支援をお願いしたいと思っております。  

以上で事例紹介を終わりにします。  

あまり上手に説明できませんでしたがご清聴ありがとうございます。  
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［質疑応答］ 

Q1. 学校の立ち上げで一番大変だったと感じられたはどのような点でしょうか。 

A1. 一番は、学生をまず募集しなければならず、しかも同時に企業のニーズにマ

ッチする人を探さなければならない、という、このいわば「入り口と出口」

が大変だと感じています。  

当初は、たくさんの学生に対し、たくさんの企業をマッチングし、私たちは

その学生たちをしっかりと育てていくことを目標にしていたんですけども、

このマッチングの難しさがあります。  

ただ、学生たちが日本に来て鳥取に来て、そしてこれから羽ばたくために、

当校の先生方が一生懸命対応していただいており、これも非常に大変な仕事

と感じています。 

しかしこの度さらにコロナ禍が来たために、入国の見通しが立たず、新入生

が次はいつ来てくれるんだろうか、と一気にテンションが下がってしまった

ようなこともあったのですが、色々な人たちのご協力があって、11 月新入生

がやっと来てくれた時は本当に感激しましたし、コロナ感染対策のために入

国から 2 週間隔離しなければならなかったことも、皆様のご協力もあって隔

離も乗り越え、感染者が出ることもなく、学生が今現在頑張ってくれている

のは、何よりもよかったと思っています。  

 

Q2． 実際に地域の皆様会社などから期待されているのだなという風に感じられ

ることはございますでしょうか。  

A2. 寮を鳥取市内の中心部に建てていただき、本当に色々な心配があったので

すけども、地域との取り組みも出来ており、その点でも期待を感じています。  

本当は子供たちに色んな所へ連れて行って色んな事もさせてあげたいんで

すけれども、コロナの影響で、それができず非常に残念なんですけれども、

学生は皆アルバイト先に受け入れていただき、それぞれが一生懸命働きなが

ら学ばせていただきながらで頑張っているところです。  

 

Q3． 生徒の皆さんはそれぞれアルバイト先でも素直で明るくてと言うことでし

たけれども、先生から見られましても外国人材の方々は熱心であったり勤勉

であったりしてるんでしょうか。  

A3. 彼らはアルバイト先で必ず挨拶ができるんです。これがまず社長さんたち

はびっくりされています。帰るときに社長さんが元気がなければ、「社長さん、

元気ないですね。大丈夫ですか」といった気遣いができ、それを見ている他

のアルバイトの人たちが「すごいな」と驚いているんです。最初は変な感覚

なのですが、当たり前のことがきちっとできるということが大事なことだと

気づかせてもらえるのです。  

アルバイト先の社長さんには、「彼らが来てくれたおかげで、職場の雰囲気

が非常に良くなった。本当に感謝しています」ということを言っておられま

した。  
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Q4． 留学生の方々は本当に生き生きと勉学、仕事に励んでおられると思うんで

すけれども、これからどのような生徒の方々に来てもらいたいと思われてお

られますか？  

A4. 私もベトナムに何度か行きましたけども、ベトナムの子供たちは非常にバ

イタリティがありますし、皆日本が大好きだということを聞きました。また、

非常に日本語の勉強もよくしています。  

私が小学校にも視察に行ったときに、教室の生徒に、日本に行きたいですか、

と聞いたら皆が手を挙げるんですね。で、質問をしたい人、と聞いたら今度

は誰も手を挙げなかっ

たので、ちゃんと言って

いる日本語の意味を分

かってるんだなと思い

ました。それほどまでに

しっかりと勉強してい

る子供たちからは、日本

に来て色んなことをし

っかりと勉強したいと

いう気持ち、そして将来

は日本で働きたい、また

はベトナムに帰って日

本で学んだ技術技能をしっかりと母国で活かしたい、というような気持ちを

すごく感じました。 

ですから、本日の基調講演にもありましたように、日本で受け入れる方々に

も、そういう子たちを大事にして欲しいという気持ちはすごくありますし、

我々も１年間ですけれども、そういう子たちに日本語だけを教えるのではな

くて、日本の文化というものをしっかりと教えて、彼らが頑張れるようにし

たいと思っております。  

 

Q5． 新型コロナウイルスの影響では思うようにいかないというようなことがご

ざいましたけれども、今後鳥取城北日本語学校はどのような展望を持ってお

られますでしょうか。  

A5． やはり生徒数が少ないと赤字の運営になりたいへんなところがありますの

で、生徒達が鳥取城北日本語学校に来れるように、ここに来たらこうなれる

よ、というビジョンを見せていっていたときに、このようなコロナの影響を

受けてしまったのですが、もう一度気持ちを引き締めて、今 55 名の生徒がい

ますので、彼らが有意義な時間を過ごし、しっかりと送り出していけるよう

にして、将来はやっぱり 100 人規模で全国から生徒が集まるように、鳥取に

来れば絶対大丈夫だ、と言われるようにしていきたいと思っています。  
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〈②  境港市における長年に亘る水産事業者の外国人材受入れと共生の実績事例〉  

［説明者］鳥取県漁業協同組合  境港支所 総務課主任 久保利  晋一 氏 

 

鳥取県漁業協同組合境港支所の久保利といいます。この度はこのような素晴らし

いシンポジウムに登壇させていただき誠にありがとうございます。  

今回は皆様が監理団体または実習

実施者の立場で日頃お考えになられ

ていることまたは感じられているも

のなど共感していただける部分があ

るかと思います。  

これに関して今回は少し特殊な外

国人技能実習の現場であります漁船

漁業での事例を報告させていただき

たいと思っております。  

早速ですが、私ども鳥取県漁協同組合では漁業者である被害が漁業を円滑に創業

していくために組織された団体であり日本の第一次産業の最前線でございます。  

少し鳥取県の漁業についてご紹介させていただきます。  

鳥取県は日本海に面した自然豊かな県であり、また日本海に面した東西に長い県

で多種多様な魚が豊富に採れる県であります。  

鳥取県は全国でも有数の水揚げ高を誇る境港があり四季折々の海産物水産物を

ご賞味ご堪能できますのでこの今コロナ禍ではございますがコロナが収束いたし

ましたら是非鳥取にお越しください。おいしい水産物と皆様にご紹介できると思

います。このように鳥取県は漁業を行うにはとても恵まれた県でございます。  

しかしながら漁業の世界も長年課題とされている問題があります。それは漁業の

世界だけに限られませんが、後継者問題または就業率の低下または高齢化が大き

な問題となっております。  

この鳥取県でも 20 年前は 2000 人近くいた漁業者も、近年では 1000 人を切ると

いったように、漁業者の減少は深刻化しており、現場からは若い人材が欲しい、技

術伝統を残したい、と言った漁業者の声が多く聞こえております。  

そんな中、就業者の確保または現実的に漁業の操業を継続するために存続させる

ためにも約 10 数年前から活用しておりますのが、外国人受け入れ制度現在では外

国人技能実習制度であります。  

昔は日本人の雇用だけに目を向けてきた時代もありましたが、外国人技能実習制

度を活用することで、人員確保また技術伝統も当初の形とは想像もつかなかった

形とはなっていますが伝承することになっており、現在では外国人技能実習機構

様又は水産庁水産中央団体と連携をしながら制度を有効に活用しております。  

そういったことを踏まえまして、鳥取県漁業協同組合は監理団体として外国人技

能実習生の受け入れを漁船漁業でおこなってまいりました。  

では、私たちが監理団体として、技能実習生を受け入れた際どのようなことに注

意しどのような方法で地域に順応してもらうため実習生にどう伝えてきたかを、
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これからご紹介させていただきます。  

当組合では約 80 名から 90 名の外国人技能実習生の監理を行っております。  

この漁船漁業には、漁業種類というものがあり、全国にカツオとかマグロとか

色々なものがありますが、この鳥取県では、ひとつは沖合底びき網漁業、二つ目は

イカ釣り漁業、後はカニカゴ漁業と、三つの漁船漁業で外国人技能実習生が実習を

行っております。  

漁船漁業は現在インドネシア人の方を受け入れ対象としております。  

言語はインドネシア語を主とされている方達ですが、まず着目していただきたい

点がこの言語、言葉についてですので、その事例紹介をさせていただきます。  

外国人技能実習制度の担当者として、入国後講習にも同行させていただいて、そ

の時に知った事なんですが、例えばこのインドネシアでは地域ごとに言語に大き

な違いがあります。  

日本であれば、同じ日本語で地域によって俗にいう方言、例えば東北弁であった

り関西弁だったりまたこの中国地方また九州と言った方言がありますが、日本の

方言については、方言がとても強いところの地域性はありながら、何かこういうこ

とを伝えたいのかなと、こういう事を喋っておられるのかなという感じで、何かし

らの理解は出来ると思います。  

ところがインドネシアでは、地域区域が少しずれるだけで、全く違う言語という

部分が発生します。  

このため、入国をした実習生またはそれに引率をしてくるスタッフの先生は、入

国後は日本語に慣れるためにも基本日本語で話すよう指導し、授業中もインドネ

シア語と日本語で話しますが、大事なところをインドネシア語で伝えることがあ

るような時に、プライベートになりますと、同じ地域から来た実習生はその地域性

のある言葉を喋っているので、お互いが何を喋ってるか時々わからなくなってし

まうようなことがありました。  

そういった中でこのインドネシアというところにおいては、この言葉、言語とい

うものがとても難しいという風に感じております。  

ところで、この言葉、言語という部分ですが、この鳥取県の漁業と言いますのも

操業範囲がとても広く、南から九州北は青森、北海道まで、漁業種類の違いで色々

な場所で操業、要は漁業を行います。ですから、漁業者の方も、この鳥取県例えば

境港出身の方だけではないということです。となりますと、実習生が日常の言葉ま

たはこの方言を学ぶだけでも大変苦労する状況であります。  

船の上では働く従業者、すなわち漁師さん達はとてもユニークな言葉で話をされ

ます。 

方言丸出しでございますので教科書通りの言葉はほぼありません。  

そこで監理団体が入国後講習中に実施した事としては、入国後一週目から 2 週目

の間はですね教科書どおりの日本語を率先してインドネシアの方と交流をします。 

そして、入国後 2 週目から 3 週目にかかりましては地元の方言、境港弁であった

りとか、本当にこの鳥取弁であったりといった形で交流を行います。  

入国後 3 週目から 4 週目になりますと、次は漁業者の方も直接交流をして頂き、



【令和 3 年 2 月 17 日 ASTシンポジウム記録】 

27 

 

少しでもこの言葉というものに対して親しんでいただきたい。要は慣れていただ

きたいという部分に注力してこの入国後の講習を行っております。  

短期間での講習ですから全てを網羅することは難しいですが、地域の枠を超えた

ものを伝え、順応していくように努めております。  

なぜこのように言葉が大事だかと言いますと、漁船漁業の実習を実施する場所と

いうものは 9 割方船の上であり、乗組員である日本人の方と寝起きも食事も全て

一緒に行います。ですから、この言葉が違う、ということだけでお互いに相当スト

レスを感じてしまうこともあります。  

こういった特殊な環境で外国人技能実習生は実習を行っておりますので、このコ

ミュニケーションの言葉言語はとても大切になってきます。  

また漁業は危険が伴い死と隣り合わせの実習現場です。言葉一つ違うだけで大き

な間違いにつながって、それだけで命を落としかねない現場ですから、そういった

中でも、この言葉、言語というものがとても大切になります。  

そういったことから、私たちは監理団体として実習生に地域や実習先に早く順応

してもらうようにしていることを、ひとつの事例としてお伝えしたいと思います。 

このように外国人技能実習生を漁業の枠の

中で活動または実習をしていただき、今後も

共生と調整を図っていくためには、私たち監

理団体は、この現在に至るまで外国人技能実

習制度の活用に対して受け身の姿勢である

と今も感じております。  

これまでは、実習生を受け入れ、実習生に学

んでいただき、実習を実施していくスタイル

でしたが、近年、外国人技能実習制度におけ

る技能実習法の制定と入管法の改正による

特定技能外国人制度創設のように、外国人人材受け入れの環境は目覚ましく変化

しており、この変化していく時代の中で、私達監理団体も要は受け入れ側もまた変

化していかなければならないと強く感じております。  

現在実習を実施していく中で色々なトラブルがないと言えば嘘になります。  

監理団体としてそういった諸問題に向き合うことにおいて強く感じることがひ

とつだけあります。それは日本人側、受け入れ側の勉強不足というものです。 

今だからこそ制度の内容を再確認し、共生への道を発展していかなければならな

いと感じております。  

ある漁業者からこのように言われたことがあります。  

日本の漁業は日本人で行うべきだ、日本人で守るべきだと。第 1 次産業の漁業の

あり方を今一度考える必要があるのではないか、と。  

私ども鳥取県漁業協同組合又はこの監理団体としていろいろなご意見をいただ

ける立場でございます。だからこそ外国人人材の受け入れとはどういったことな

のかを知っていただきたい気持ちがより一層強くなったところであります。  

これからも外国人人材は私ども漁業の世界でも切っても切れないものとなり、今
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以上に増えていくものと感じており、それに伴い受け入れる側の変化や更なる進

化が求められている時代だと感じております。  

それにより引き続き監理団体といたしまして外国人人材の活用と共生を図って

まいりたいと思っております。  

本日は現場サイドからの実体験やまたこの事例をご報告させていただきました。 

拙い事例発表でしたが最後までご清聴頂き誠にありがとうございます。  

 

［質疑応答］  

Q1． 外国人労働者の皆さんの印象と言いますか働きぶりいかがでしょうか。  

A1． 今私共で受け入れているインドネシアの技能実習生は、入国前から日本語

を率先して言語の勉強をして来ては頂いてるんですが、年々レベルアップし

て流暢な日本語を喋っておられますので、そういったコミュニケーションを

とれる実力ある実習生が多くおられると感じています。  

 

Q2． 実際に教えられる時、漁業用語ですとか何か珍しい物があったりしますか。  

A2． まずは普通の日常会話でも一つずつ変わってきてるのが、「今何をしていま

すか」という言葉なんですが、境港では「何しようだぁ」っていうんですね。 

どうしても外国人の方は教科書どおりできれいな日本語を勉強してきてい

るので、一つ一つ言葉が一文字でもちょっと変わるとわからなくなってしま

い、最初の説明会では、実習生からも、先生の言葉はとても分かるんですが

他の人が来たらよく分かりません、というふうによく言われます。  

やはりこれが実際にある方言の問題であり、本当の現場の実態だと思いま

すので、そういった部分での言葉と言うものが大事だと感じております。  

 

Q3． 受け入れ側の勉強不足もあるという風におっしゃいましたけれども、それ

はどのような部分でしょうか。  

A3． 外国人と仕事をしていく中で重要なことは、やはり習慣や文化というもの

に違いがあり、例えば、インドネシア人の方であれば、宗教性の部分であっ

たり、またはその食事の制限であったりといった部分もやはり現場サイドで

理解し対応する必要があります。  

この漁船漁業では、一度乗れば特に船の中ですから、すぐにちょっとコンビ

ニに行って買い物にしてくるっていうように対応することはできません。で

すから、毎日食べる食事といったものも、鍋を分けて違う料理を作られるよ

うな実習実施者の方もおられるように、そういった部分の問題を少しずつ大

切にしながらやっていくことで、やはり日本人の方が少し勉強していただき、

後はこの外国人技能実習制度に対しても、どのような形で外国人がこのよう

にこの日本で技能実習を行うのかという部分のスキームを頭の中に少し入れ

ていただければ、この外国人の技能実習生の動きや、または私たちはどのよ

うに動くと理解が深まるのか、ということを考えることにつながり、より良

い対応が出るのではないかという風には感じております。  
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【第 3 部 パネルディスカッション】 

第 3 部 パネルディスカッションは、第 2 部で紹介された「実践事例」から、そ

のグッドポイントについて、パネリスト、オブザーバーから意見をいただきまし

た。 

司会はＡＳＴ加藤理事が務め、自らも監理団体、登録支援機関として日々技能実

習生、特定技能外国人の監理、支援を行うものの立場としての問題意識を持ち、本

事例紹介で示された先進的取り組みや、地域行政の支援の在り方について、これか

らにつながる意見の交換を行いました。  

実践事例を説明いただいた、鳥取学園石浦理事長、鳥取県行業協同組合久保利主

任にも議論に参加いただき、議論の中でよりホットな思いをお伝えいただきまし

た。 

基調講演のメッセージにもあった、「受け入れ側も学ばなければならない」とい

うことは、実践事例においてまさに現場の皆様が日々試行錯誤しながら行ってい

ることであり、新たな取り組みにおいても、長く続けてこられた取り組みにおいて

も、共通する重要なテーマであり、今後外国人材との共生において重要な「鍵」に

なることを感じていただけたと思います。  

以下、議論の中でいただいた意見を抜粋し記載します。  

 

［パネルディスカッション  概要］ 

〈鳥取日本語学校プロジェクトについて〉  

（石浦理事長）  

このプロジェクトは、技能実習生では

なくて高度人材であるところがポイント

になっており、難しいのは、企業が本当

に求めてくれるような人材に育てていか

なければならず、且つそれを企業にもわ

かってもらわなければならないというこ

とが非常に難しいところだと感じてお

り、また、外国人だから何でもさせて良

いということではないので、そこも非常

に難しいところだと感じています。  

だから学生を選ぶときにもその点が大事になってきますし、学生たちと企業と

のパイプ役をしっかりとやっていかないと、なかなかうまくできない場合も出て

くると思います  

ただ、このプロジェクトは本当に素晴らしいものだと思ってますので、私もこ

れを何とか成功させて、企業が喜ぶようなものにすることが一番の目標です。  

大変なところもありますが、ベトナムの子供たちも非常に可愛くて、この子た

ちを絶対に幸せにしてやりたいなという思い、それを企業にもわかってもらいた

い、ここがひとつ大事なところです。 
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（ＡＳＴ  加藤理事）   

世の中では技能実習生に関するニュースがたくさん報道されておりますが、こ

の鳥取の外国人雇用プロジェクトにおいて対象とする在留資格は「技術・人文知

識・国際業務」といいまして、期間更新をしていくと永住権を取れる在留資格に

なっており、ここはこれからの日本にとっては大きなポイントだと思います。  

技能実習生につきましては、在留期間最長 5 年で、永住権は取れず、定住を前

提としない資格になっています。この制度は「技能実習法」が制定され、監理団

体の許可制なども導入され、さらに技能実習生の人数が増えていることも見れば、

これが定着してきているともいえるわけですが、ただそのような中でもこのよう

な人材を受け入れていくというこの外国人雇

用プロジェクトはすごく画期的なものであり、

永住権が取れる在留資格を人材育成に活用さ

れているところに、改めて素晴らしいプロジェ

クトであると感嘆いたしました。  

私共監理団体が行う技能実習生の監理とはそ

こがちょっと違うというところはわかっても

らって、よりうまく運営できれるように整理し

ていきたいと考えております。  

 

〈外国人材の緊急事態支援について〉  

（鳥取県漁業協同組合  久保利主任）  

怪我等の緊急事態が起きた場合には、やはり言語の問題があるので、通訳の方を

手配せねばならず、もちろん監理団体内の通訳担当や、送り出し機関ともしっかり

連絡を取り合いながら手配するのですが、実際のところ、今の鳥取県内はやはりこ

のインドネシア語の通訳の方、つまり日本語もわかってインドネシア語話される

方っていうのはちょっと少ない状況です。  

日本人の方とご結婚されて永住権を持ち、インドネシア語と日本語をしゃべられ

るっていう方はおられるんですが、事故のような緊急事態の場合であると、医療用

語のような専門的な知識を必要とするインドネシア語の通訳となると、どうして

も難しく感じる場合もあります。また、漁船漁業の場合は死亡事故も起こる場合が

あり、そういった事態になってしまうと、

国対国の話になってもきますので、やはり

弁護士を立てていただく必要があり、そう

なってくると法律用語の知識も必須にな

るなど、通訳の方も高度なレベルの方が求

められることになります。 

そういった部分に関してのカバーを監

理団体がしっかり取れているかと言いま

す、その部分が今大変課題にもなっている

かなという風に感じています。  
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（ＡＳＴ  加藤理事）  

確かに緊急時の対応といいますのは、外国人に限らず日本人も含め、雇い入れる

会社の経営者はじめ役員の方がやっぱり親身になって考えなければならない問題

ですから、僕はもう日本人を始め外国人ということも含め受け入れの企業の皆様

は、日本人も含めてちゃんと対応できる人材を受け入れ企業が雇い入れる体制を

整えなければ、いい人材が来ても大変残念な結果になってしまうということは、久

保利様のお話しから感じられると思います。  

境港市役所様としては、地域を含め他の一般企業にも外国人技能実習生は境港市

にはたくさん入ってらっしゃると思いますが、この辺の観点でどんな形で進めら

れてるかお話ししていただけないでしょうか。  

（境港市役所  本角係長）  

境港市水産商工課本角です。よろしくお願いいたします。  

境港市としては、最近色々取り組みを実施しており

ますが、まず外国人と日本人の相互理解を深める目

的で、数年前から技能実習生との交流会ですとか、日

本語教室というようなものに取り組んでもいるんで

すけれども、皆様のご存知の通り今年度はコロナの

影響がありまして、なかなか予定していたものを見

合わせざるを得ないというような事業もたくさんあ

ります。  

ただ、その中でコロナ禍だからこそ取り組んでいる

と言うものを紹介させていただきたいと思います。  

まず一つは、外国人技能実習生との入国時の滞在費

の補助金についてです。  

コロナの水際対策で、入国後 14 日間の待機が必要

となっている状況に、全国の都道府県でも色々と取

り組んでおられると思います。 

この待機については、自宅等でもいいんですけれども、技能実習生の皆さんにつ

いては、共同生活されているところが多いので、大抵の方たちがホテルでの待機と

いうことになると思います。  

そうなりますと、元々技能実習生を受け入れる予定だった企業様にとっては、当

初の予定にない出費ということになり、負担も大きくなるという話を聞いており

まして、境港市としては、その鳥取県の宿泊費の補助、1/2 の補助に協調する形で

残りのもう 1/2 を境港市で補助するという補助金を作って、現在補助の申請を受

け付けているような状況です。  

あともう一つ、外国人材を受け入れている事業者の全てを把握してるわけではな

いんですけれども、把握できていて且つ情報提供を希望される事業者の方には、国

や県の方から発信される色々な情報を、やさしい日本語や各国の言語で皆さんに

情報提供していくという支援を行って、事業者の方々や外国人材の方たちが困る

ことがなるべくないよう取り組みを進めております。  
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（ＡＳＴ  加藤理事）  

大変素晴らしいご支援をされていると思いました。  

お話がありました 14 日間の隔離というのは、現在日本国が外国人を受けいれる

にあたってコロナウイルス感染の水際対策ということで、待機施設についてもト

イレと水回りが個室でないと受け入れを認めないということで、留学生他様々な

外国人につきまして入国に厳しい規制を設けている状況です  

※註）開催日現在、緊急事態宣言下で外国人の入国は全て停止しています。  

鳥取市、米子市、境港市、倉吉市はじめ、このような

対策に対応されているビジネスホテルは非常にたく

さんございます。しかし、県の補助金以外の部分で、

企業負担になってしまっているような部分を全てサ

ポートされているという施策は、境港市様以外ないの

ではないかと思いまして、とってもいいことだなと思

い、ぜひ全国に発信させていただきたいと思いました。 

どんどん境港市さんにいい企業や方々が違っていた

だくと本当に嬉しいですし、そんな支援をいただける

のも、受入れ企業の皆様が全力サポートされているか

らだということがこの役所の皆様に伝わってるんだ

なと改めて感じました。  

 

〈鳥取日本語学校プロジェクトへの行政の支援〉  

（鳥取市役所  山根係長）  

鳥取市役所企業立地・支援課の山根です。どうぞよろしくお願いします。  

鳥取市としても、鳥取城北日本語学校さん

の取り組みを積極的に支援しております。  

具体的には、このプロジェクトを立ち上げ

たときから行政として一緒に参画して、どの

ような形でこの仕組みを作っていこうかと

いう議論を始めておりました。  

それこそ企業さんの目線ですとか留学生と

地域の皆さんそれぞれの目線で、どういった

形で立て付けするのがいちばん皆様に喜ん

でもらえるのかというところを模索しながら構築していったというところでござ

います。  

その中で、今回のお話しでも、鳥取学園石浦理事長からもたくさん課題があると

いう風に話がありましたが、我々の方でも出来る限りのサポートをさせていただ

きたいと思っております。  

具体的には、例えばコスト面です。  

やはり学校を新しく立ち上げるものですから、先生の確保ですとか、校舎の整備

ですとかのイニシャルコストがやはりどうしてもかかってしまいます。そこをな
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んとかその負担を少しでも軽減できないかというところで、我々の方で教員の人

件費の一部を負担するというような立て付けを用意して、微力ながら支援させて

いただいたというところがございます。  

この他にも、我々の部署は企業誘致が本業でございまして、市内、県外の企業さ

んに営業回りに伺うことが多いのですが、日本語学校さんの取り組みというのは

非常に素晴らしいものですから、そういう機会を見つけては PR をさせて頂いて

おります。  

県外の企業さんとかで話をする中で、やはり人材難で苦しんでいる企業さんは結

構多く、その中でこういったスキームがございますよ、よかったら活用してみませ

んか、という風な形で声をかけてみることで、実際にマッチングが成立するという

ようなこともございましたので、機会を見つけてこういった PR 活動も今後進め

ていきたいという風に思っているところです。  

あと、我々は企業誘致の部門ですが、市役所は非常に幅広い分野で窓口がござい

ますので、そういった関係部署が一緒になって多文化共生のまちづくりを推進し

ていけるようにプロジェクトチームをこの度立ち上げ、協議を重ねております。  

それこそ、住民異動の窓口ですとか福祉関係とかと我々の部署が一緒になって、

外国人の方が過ごしやすい環境を少しでも構築できるように意見交換をして、今

年度は「多文化共生プラン」というものを策定する流れを現在調整しているところ

です。 

このような形で、市役所全体として少しでも外国人の皆様が過ごしやすい環境に

なるように、計画的に協力させていただく形で進めさせていただいております。  

 

（ＡＳＴ  加藤理事）  

鳥取市さんの方では、外国人の方の例えば事故

とかトラブルとかっていう例は今までに大きな

トラブルがあって何か困ったみたいなことはご

ざいますか。  

 

（鳥取市役所  山根係長）  

今のところ私の元に特に大きな問題としては聞こえてはこないんですけれども、

やはりよくあるのがその近隣とのトラブルのような事案です。 

ちょっとしたコミュニケーション不足から生じる些細なトラブルが積み重なる

というふうなことを聞いたことはあります。  

ただ、鳥取城北日本語学校さんの素晴らしいところは、そういったトラブルを回

避できるように、普段から地元の方と繋がりを持った交流をされ、それを教育の中

で展開されておられて、地元の方とのよい関係を築き上げられておられるという

風に感じています。  

こういったことは、地道ではありますけれども非常に大事なことだと思っており

ますので、非常に我々としてはありがたい話だという風に思っております。  
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〈技能実習生の国別特性と今後について（境港市）〉  

（鳥取県漁業協同組合  久保利主任）  

漁船漁業に関しては、もちろん水産庁なり水産の中央団体の方からもよくあるの

がベトナムの方であったりフィリピンの方であったりするのですが、どこの国が

良いかというわけではないんですが、よく言われるのはインドネシア人の方は我

慢強い、といったことをよく聞きます。もちろん各国の方々それぞれ色々ないい所

があって、もちろんインドネシア人の方も色々と多種多様ではありますが、、日本

人同様に職場に対応できる能力に長けていると思います。後は、インドネシアも海

は違えど水産がけっこう盛んな国ですので、インドネシア人実習生は、漁業に関し

てはインドネシアで水産学校を卒業した子が必ず必須になってきます。  

そういった部分でも、技能実習制度の本

来の目的であります母国に帰って日本の

技術を少しでも活用して発展させるとい

う部分では、やはりこのインドネシアの

方はこの漁船漁業の中でベストじゃない

かなという風には、現場で色々コミュニ

ケーションを取って感じているところで

はあります  

 

（境港市役所  本角係長）  

今、境港市には、外国人の方が 540 人ぐらいいるんですけれども、そのうち 300

人近くが技能実習または特定技能の外国人の方々になっています。  

境港市では、鳥取城北日本語学校さんが取り組んでおられるような高度人材と言

われる方々についてはまだまだ少ない状況ではありますけれども、もちろん今後

経済の状況ですとか世界の状況が変わってくれば、そういう方たちもちょっとず

つ増えてくることがあると思います。 

実習生とかだと 5 年とかでか帰ってしまわれるということがほとんどですので、

高度人材のような方々が増えて長いお付き合いができるようになれば、またそれ

はそれでお互いに良いことが多いんじゃないかという風に思っております。  
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［パネルディスカッション  総括］ 

 

パネルディスカッションの総括として、広島出入国在留管理局局長  平河祐治様

がオンラインでご参加されました。  

平河局長からは、本日発表の二つの実践事例について、官と民が一体となって地

域の活性化のため外国人の受け入れ共生施策に取り組まれているという点は非常

に好ましい事例であると感じたとの意見をいただきました。  

また、地域経済を支える貴重な人材であり、地域社会の重要な構成員として外国

人住民の役割が重要性を増す中、誰もが暮らしやすい地域社会づくりを推進する

上でお互いを理解するためにコミュニケーション能力を向上させることは欠かせ

ないことから、日本語学習に関する取組は非常に重要であるとのお考えを示され

ました。  

さらに、技能実習生の失踪につき懸念を表明され、この対策のひとつとして、単

に住居と実習実施先との往復だけではなく技能実習生に対する継続した日本語学

習機会の提供や地域住民との交流の促進により、技能実習生が企業や社会の中で

孤立することを防ぎ、かつ、職場や地域への愛着を感じてもらうことにより、安易

な失踪を思いとどまらせる効果が期待できるのではないか、というご指摘もあり

ました。  

出入国在留管理庁では、新型コロナウイルスに関連する多くの特例措置を講じて

おり、随時ホームページ上などで広報を行っています。また、ホームページは、現

在、最大 14 言語での閲覧が可能となるよう順次改修が進められ、出入国在留管理

手続のみならず、外国人生活支援ポータルサイトにおいて多言語で新型コロナウ

イルス感染症関連情報を発信し、さらに様々な内容について多言語で相談できる

相談窓口についても紹介しておりますのでぜひご活用願いたい、とのご案内もい

ただき、併せて、引き続き出入国在留管理行政へのご理解ご協力をよろしくお願い

したい旨お話をいただきました。  

 

最後に、オブザーバーの皆様から総括のコメントをいただき、議論は尽きないな

がら、パネルディスカッションを終了いたしました。  
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〈オブザーバーコメント〉  

 

（米子市観光協会  大塚専務）  

米子市観光協会の大塚でございます。  

このシンポジウムが、今日米子市で開かれたというこ

とに対し、本当に感謝申し上げます。  

第 1 部の坂場先生の基調講演の中で、外国人材雇用

ということについて色々現状の諸課題、将来の予測、

問題点の指摘というのがございました。  

それを聞かせていただいた上で今日の石浦理事長の

お話や、久保利様のお話をお聞かせ頂いた中で、この

シンポジウムが伝えたかった意図が、はっきりとこの

席に座らせて頂いて分かったところでございます。  

現状で抱える多くの諸問題について、すでにこの外国

人材育成雇用プログラムという学校の取り組みの中で

向き合っておられるということ、また漁業関係者の中で先進的に本当に長年にわ

たって取り組んでおられた実績のお話がここで我々は聞けたということは、本当

に感謝するべきことであったという風に思います。  

その中で色々な諸課題、私は観光協会ということなんですけれども、冒頭米子市

伊木市長さんも来られまして、色々便利でありますとか住みやすいとか整備は行

なっているというお話でしたが、なかなかそれだけでは外国人の方が定住し安定

してお仕事ができる環境が整わないのかな、という風に感じたところもございま

す。 

例えば、我々観光協会が持っております色々な楽しみのネットワークですとか、

その地域資源を活用した少し遊びにいけるようなネットワークを、事業所の皆さ

んと一緒になって提供させてもらうことによって、少し心が休まるようなことが

提供させて頂けるような手法というものが考えられないかなということをこの席

に座らせていただいて感じました。  

またこれは同時に坂場先生のお話もありましたように、外国人コミュニティの中

の SNS の強力な情報発信力というものをお持ちということでございますので、将

来のアジア諸国に向けた観光資源の情報発信でありますとか今からの将来に向け

た交流ということに繋がって参りますので、観光産業を担うひとつの観光協会と

いたしましても、どういったことが皆様と一緒にやっていくのかということが今

後協議されれば、本シンポジウムに参加させて頂いたいうことが非常に有意義な

ことになってまいりますので、引き続きの情報提供でありますとかご指導いただ

ければと思います。よろしくお願いいたします。  
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（米子市文化財団  杉原会長）  

皆さんこんにちは。 

今日は米子にたくさんお越しいただきましてあり

がとうございました。  

そして全国技能実習監理団体の主催するこのシン

ポジウムを米子でやっていただいたことに心から感

謝をします。  

そして今日は鳥取城北高校城北高校の日本語学校

の取り組みをお聞きいたしまして、こんなに素晴ら

しい、日本初のことが行われているということを知

ったことも大変な有意義なことでありましたし、鳥

取県漁業協同組合の取り組みについても、流石だな

という気持ちがいたしております。  

実は私も長い間外国との民間交流をさせていただきまして、その中で最大の難関

は言葉の壁でございました。  

言葉についてどういう風に取り組みをしていただいても、これから色々と交流が

始まり色んなことができる、これは大変嬉しいんです。  

いま、その上にこのコロナの壁が立ちはだかっておりますが、ここにきてコロナ

の収束が見えてきて、この時期において私は何を感じたかというと、このコロナの

壁は大きかったな、でもこの言葉の壁もあったんだな、でもコロナが来たおかげ

で、この言葉の壁も私たちは乗り越えることができるかも知らない、こういう気持

ち、コロナがやっぱり良かったなぁ、克服して良かったなと思える時が必ず来るだ

ろう、と、そう思っています。  

私は何を言いたいかと言いますと  DBS クルーズが境港に就航し、ロシアからそ

してウラジオストックから韓国を経由してやってくるんですけども、ロシアから

一人境港に来られまして、チケットの販売とか窓口をしてる方がいらっしゃいま

した。 

この方が、私の家内がお茶をしておいたものですから、お茶の教室に参画されま

して、何と本当に最初からずっと続けられました。  

家内が亡くなりましたので今は中止をしておりますけども、今日まで続けられた

というのは、文化の力が大きいんだなと感じます。彼女がこうして一生懸命努めて

長く続くということは、やっぱり文化というのは非常に力強いひきつける力があ

るということです。  

私は今文化財団におりますので、文化に非常に関わりが多いものですから、そう

いう意味でこれから少子化高齢化で日本の人口も減ってくる中で、外国からたく

さんの方に来ていただく、そして長く勤めていただき、長く貢献をしていただくた

めには、やっぱり文化の理解もして出さなければいけないから、この文化をですね

私たちはこれから海外の方々に多いに広めていかなければならないし、興味を持

ってもらいたいなと思いますし、私たちの生きる道もまた広がったなあという気

持ちでおります。  
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今日は AST の大会をこうして開いて頂き誠にありがとうございました。  

これからもどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございました。  

 

（鳥取県行政書士会  中嶋会長）  

鳥取県行政書士会の会長の中嶋と言います。  

よろしくお願いします。  

まずはこのような席を設けていただきまして一般

社団法人全国技能実習監理団体連絡会の皆様にお

礼を申し上げます。ありがとうございます。  

日頃は我々行政書士というのは、在留手続を行い

得る資格というところで利用され、弁護士と我々が

その資格者という立場になります。  

どうしても実務家の立場としてどうしても考える

わけですが、日頃は県との連携で、例えば雇用サポートデスクと称するような相談

をやっております。  

また関連して相談会なども行い、これから図書館辺りでもまた相談会のようなこ

とをやってるわけでございます。  

先程から活動の方をお聞きさせていただきまして、身近に外国人も入ってくる中

で、そうした皆さんのご尽力で成り立っているんだなと思いますし、私共の建設業

だとか他の業務の中でも例えば作業員、職員の中にある外国人の名前が出てくる

ようになったという意味で非常に外国人を身近に感じる機会が多くなったように

思います。  

先ほどの活動等を考えますと、経済活動や福祉というようなところで日本社会に

貢献してるんだということをよく知るところだとなります。  

そういう意味では、我々の立場として手続きを適切また迅速円滑にスピーディー

やるということがかなり求められるところであろうと思ったところでございます。 

それから資格者の中でも、例えば社労士だとか言うところとの連携も今後はもっ

と高めていく必要があるんだろうというふうに思ったところでございます。  

今日は本当にありがとうございました  
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【閉会挨拶】 

全国技能実習監理団体連絡会副会長の小林

でございます。  

皆様、本日は長時間にわたりご視聴をいた

だき、ありがとうございました。  

この度、私共 AST としては、初めて地方発

信のシンポジウムをさせていただき、鳥取県

様はじめ県内自治体様との共催でこれを行

えましたことを、非常に光栄に思い、また今後に向けて新たなテーマをいただいた

と感じております。坂場先生の基調講演でも、外国人材の受け入れにあたり、受け

入れる側の理解をより深めていくことの必要性が示されました。  

私共監理団体としても、法制度を適正に守ることは当然のことで、そこからより

理解を深めていける様に、支援を行っていかなければならないことは、このコロナ

禍の中でとりわけ強く感じているところであります。  

本日事例紹介でお話いただいたような受け入れの事例は、それをすでに実現し、

また今後さらに発展させていこうとする取り組みであり、外国人材との共生に大

いに希望を抱くことのできるようなお話であったと思います。  

私共は、今後もこのような好事例を発信し、外国人材の受入れがより円滑に行わ

れることで、我が国の社会がアジアの国々とともによりよく発展して幸福になれ

るよう、活動を行ってまいります。  

今後とも、皆様ご支援のほど宜しくお願い申し上げます。  

簡単ではございますが、ご挨拶に代えさせていただきます。  

本日はありがとうございました。  

 

【終わり】 
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【シンポジウムを終えて】 

この度のシンポジウムにおいては、元ベトナム大使坂場先生の基調講演と、鳥取

城北日本語学校、鳥取県漁業協同組合の実践事例紹介、そしてパネルディスカッシ

ョン、と、理論よりも実践に重きを置き、法制度が整備されつつも運用について

様々な議論がある中、まさに生きて動いている現場において、官と民が連携しなが

らあの手この手で試行錯誤しつる実践を積み重ねる姿は、まさに若い外国人材の

未来を担い、また我が国産業の未来を担って実績を積み重ねるモデルであり、そこ

から学ぶものは非常に多くありました。  

もちろん地域によってその特性は大きく異なり、鳥取県でベストのモデルがほか

の地域でもベストであるとは限りません。しかし、これらの取り組みの中に一貫し

てあるもの、真摯に向き合い、努力する姿勢というものは、どのような場所におい

ても普遍であり、アレンジすることで全国共通になるような方法論もあるのでは、

との期待を抱いてしまうほど、実践による実績は輝いて見えました。  

来るアフターコロナにおいては、外国人材の受入れが再び活発化することが予測

されます。この時に私達は、本日学んだ「受け入れる側が学ぶ姿勢」を肝に銘じ、

襟を正して希望に満ちた若人を迎え、責任をもって育て、そして日本社会において

共生し、ともに発展する道を選び進めるよう、志を新たにせねばならない、その様

なことを、鳥取の皆様から学ぶことができたシンポジウムになりました。  

 

 

【ＡＳＴ（アスト）について】  

 

１．ＡＳＴとは  

一般社団法人  全国技能実習監理団体連絡会（略称：ＡＳＴ）は、外国人技能実

習生をはじめとする、就労を目的とする外国人材を適正に受け入れ、本邦におけ

る生活を円滑に行うための在留管理並びに支援の業務に携わる団体及び個人が、

本邦社会と外国人材が将来に向けて調和し、それぞれの幸福追求を実現しつつ、

送出し国並びに本邦の産業振興に貢献し将来の発展の礎を築くことを目標に掲

げ、令和元年 6 月 18 日に設立いたしました。  

ＡＳＴは、日本政府の行う外国人技能実習制度につき、根拠法たる「外国人の

技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成２８年法律第８

９号。以下「技能実習法」という。）」に則り、法務大臣、厚生労働大臣の許可を

得て、外国人技能実習生の受入にかかる監理事業を行う全国の監理団体と、外国

人在留に関する業務を行う行政書士等の個人をメンバーとし、各々が有する情報

やノウハウを共有して、個々に行う監理事業においてそれらの活用をはかり、外

国人技能実習生並びに外国人技能実習生を受け入れる本邦事業者（実習実施者）

への監理業務が、より適正かつ発展的に実施されるよう、全国の監理団体に対し

支援、指導及び啓蒙を目的として、調査研究、政策提言、情報発信の事業を行う

ための活動を行います。  
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２．ＡＳＴの信念   

ＡＳＴの存在主旨は、外国人技能実習制度の適正運用を推進し、技能実習法の

目的を実現することの一助を成すことにありますが、会員各々が外国人技能実習

生の受入事業を行い、監理業務を実施する中で、外国人技能実習生が受入れた本

邦企業の中で学び成長し、企業もまた外国の人材に技術・技能等を教えていく過

程で、企業自らのノウハウが次世代に継承されていく場面に何度も出会い、これ

が将来に至る共生社会を創生する相乗効果を生み出し得るものと信じ、事業理念

の基礎としています。  

ＡＳＴは、我が国が抱える重大な懸念である労働人口減少問題に対し、我々が

現場で見たような数多の成功体験を持つ技能実習制度が、我が国の将来に希望を

もたらす効果を生み出す可能性がある方法の一つであると信じ、技能実習法を適

正かつ広範に活用していくことが、将来に向けて為すべき事業であるとの信念を

持っています。  

また併せて、出入国管理及び難民認定法の改正（平成 31 年 4 月 1 日施行）によ

り新設された在留資格「特定技能」は、外国人材の受入れの幅を大きく広げるも

のですが、監理団体の見地から見たときに、安定的な居住、就労のための「在留

監理」の観点が欠落しているように感じ、ここについても意見を述べていくべき

と考えています。  

 

３．ＡＳＴの提言   

ＡＳＴは、現状の問題に向き合い、これを解決するために、幾多の不適切事例を

克服して立法化された技能実習制度をより適正に運営し、そこで培った「監理」の

ノウハウを標準化することにより、外国人材の在留における支援、指導の標準ノウ

ハウに転化させ、もって地域の外国人の実態的生活支援、事業場における積極的就

労支援につなげることを企図します。  

しかしながら、技能実習法の規定は、技能実習生が学ぶ事業場において日々進行

する技術・技能の発達の現状に必ずしも合致しているとは言えず、監理団体の指導

監理の権限を越える（企業の私的自治への介入）ことも散見されます。  

※例）給与体系の変更指導（日給制を月給制へ、等）。  

現状、ＡＳＴ会員が日々接する実習実施者の殆どは、監理団体の指導従い、技能

実習法の主旨を理解し、その定めるところに真摯に向き合って、適正に外国人技能

実習生の受入のために努力を重ねています。  

にもかかわらず、監理団体の中には、「テクニック」と称して、計画認定申請を恣

意的に構成し、実態とかい離した者を作成した上で表面的要素のみを整え、結果実

作業と計画が乖離している内容を指導しているようなものが実在し、またそのよ

うな計画が、外国人技能実習機構において認定されている事実があります。  

このような「テクニック」が横行している間は、｢特定技能｣における「登録支援

機関」も同様の行為を行い、結局外国人材も受入企業をも不幸にしてしまう結果を

招来し、新しい制度がその目的を達し得なくなることさえ危惧されます。  

ＡＳＴは、技能実習法の運用において、不適切な方法が現在も横行してしまって
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いることが、技能実習法の運用に不安定感を抱かせ、結果外国人との共生について

も、社会がこれを信頼するに至らない一因があると考え、今後技能実習法の適正運

用を徹底することによって、この問題を解決していくことを企図します。  

また、新たな在留資格「特定技能」についても、改正入管法の主旨を正しく認識

し、特定技能外国人に対する「支援」とは何かを、明確に定義し適正にこれが実施

される必要があると信じ、ここに技能実習における「監理」のノウハウが活きるも

のと考えますので、これを共通する課題として捉え、外国人材が我が国で就労し生

活するにあたっての方法論の構築を目標とし、技能実習法の適正運用について、施

行後２年が経過した現状の検証を、法解釈によって行い、議論を進めてまいりま

す。 

 

４．追記・外国人材受入と法整備（権利の観点から）   

現状の入管法に基づく外国人在留制度においては、外国人は在留資格の範囲にお

いて本邦における権利を保証されることとされていますが、「技能実習」において

は、就労資格でありながら「計画｣を前提とし計画を遵守することが要件とされて

いるので、自由な就労活動を制限し、「転職の自由」を実質制限し、場合によって

は｢居住の自由｣を制限または侵害することも考えられることから、人権の観点か

ら問題があることの指摘があることを認識しています。  

これまでの在留制度は、継続的就労資格において「高度人材」「技能人材」ではな

い労働者（企業内転勤を例外とする）を想定していなかったところ、今般の「特定

技能」にかかる改正入管法によって、ここに新しい概念が設けられたとも考えてお

ります。  

「技能実習」についても、技能実習法が施行以後社会に認知されつつあり、施行

を起点に外国人材の受入れに関する議論は活発化し、故に問題点があぶり出され

た感がありますが、これまで潜在していた問題点が顕れたことで、建設的な議論が

出来る前提が出来たと考えています。  

ＡＳＴは、あえて技能実習法の問題に向き合い、その問題点を積極的に解決して

いくことで、将来我が国に必ず必要である外国人材との共生と、異文化調和の実現

のため、少しでも多くの現場の声を集めて問題提起と議論を重ね、適正な法制度の

運用が少しでも早く実現することを心より希求いたします。  

 

【終わり】  
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